
２ ． 改正後の『 人材確保等促進税制』

改正後は、 国内設備投資要件を撤廃した上

で、 人材育成への投資特典としての教育訓練

費の上乗せはそのままに、 新卒・ 中途採用に

よる外部人材の獲得をメインとした『 人材確

保等促進税制』 へと生まれ変わります。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

１ ． 従来の『 所得拡大促進税制』

中小企業者等が適

用できる『 所得拡大

促進税制』 は、 『 賃

上げ税制』 とは異な

り“ 賃上げ” の要件のみですが、 右上のよう

に2つあります。

これらの要件をすべて満たした場合の税額

控除は、 全体の賃上げ（ 増加額） がベースで

す。 また、 『 賃上げ税制』 と同様、 上乗せ措

置はありますが、 この場合の要件は『 賃上げ

税制』 と異なり、 教育訓練費の増加以外にも
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要件があります。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

２ ． 改正後の『 所得拡大促進税制』

改正により簡素化され、 賃上げ要件として

求められる値は“ 全体” のみとされました。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

いずれの改正も、 令和3年4月1日以降開始

事業年度（ 個人（ 所得税） は令和4年分） か

ら適用開始となります。

 継続雇⽤者の賃上げ
要件

 全体の賃上げ要件

(※) 経済産業省HP「 令和3年度 経済産業関係 税制改正について」 https: //www. meti . go. j p/mai n/yosan/yosan_fy2021/pdf/zei sei . pdf
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税務調査のポイントについて

　税務調査とは、税務署・国税局等が更正の要件として課税標準や税額等の変更が考えられる場合に、
申告内容を確認し、非違事項があれば更正もしくは修正申告の勧奨をする手続きです。手続きは、調査
対象となる納税者の選定から始まり、納税者と接触する前に、事前に日程等の通知、申告書、決算書、
科目内訳書、その他の情報等の検討、また必要に応じ外観（主に店舗等）のチェックを行ったうえで、
納税者の元に赴き調査を行い、問題点を抽出したうえで納税者側の意見を聞き、非違事項があれば更正
（または会社側からの修正申告）を行うという流れになります。
　税務調査に立ち会うと、調査官が過去数年にわたり売上や利益率の異常な変動等がないか、また、そ
の要因は何かを把握するため事前に決算数値５期分程度を一覧表にし、チェックしている場合がありま
す。前回調査以降の会社の状況を財務等の視点で把握し、かつ、異常値を事前に把握しておけば、調査
を効率的に進められることになります。
調査官のチェックポイントが分かっていれば、それに対する準備が可能で、調査対応をスムーズに行え
ます。

　会社は確定申告時に、法人税申告書、決算書、勘定科目内訳書、概況書を提出しています。加えて、
毎月の所得税徴収高計算書を提出していますので、この範囲内の情報は調査官に把握されています。こ
の中で特にチェックするのは損益計算書と貸借対照表ですが、損益計算書は益金・損金に直接かかわる
損益取引の項目なので特に重要です。
　売上は会社の本業での収益の源泉であり、売上、売上総利益率の大幅な増減は重要なポイントとなり
ます。これは売上除外や架空仕入れ、在庫等棚卸資産の計上漏れと直接関係する事項なので、慎重に確
認を行います。また、これらは外部要因としての社会・経済的な事情（例:円安、資源不足等）や業界
のトレンドも関係している事項なので、それも踏まえて対象会社の状況を確認します。逆に、外部要因
が大きく変化しているにもかかわらず売上等に変化がない場合は、会社特有の事情があると考えられま
すので、確認するところとなります。

①損益計算書のチェックポイント

　なお、調査官が他の調査や内部告発・投書等の情報に基づいて、ある特定の取引に注視している場合
は、具体的に関連する項目等をピンポイントで確認します。特に、売上除外や架空仕入れ、架空人件費
等の重加算税が想定される取引は、仮装隠ぺいの事実確認を行うことが重要なので、その取引に関係す
るキーマン（先に会社概要の説明時に、組織図等で役割分担を確認済み）から直接状況や事情、証拠書
類等を確認することとなります。役員や従業員による不正の場合、事前に会社がそれを察知すること
は、余程のことがない限り難しいものと思われます。
したがって、通常のフローと異なる取引、特定の者しかかかわらないような取引等があるような場合
は、事前に内容を把握しておくべきでしょう。

売上に関する質問例 

・「令和 3 年度の売上が他の年度と比べて大幅に増加していますが、……（要因は何ですか）」 

・「令和 4 年度の売上が前年より落ち込んでいますが、……（要因は何ですか）」 

・「ここ数年、粗利が落ち込んでいるようですが、……（販売価格低下？ 原価高騰？ 要因は何ですか）」 

 

続きは次号、販売費及び一般管理費のチェックポイントについてご紹介します。


